
戸電
ら
れ
た
の
は
筑
ミ
犯
で
、
初
に
耐
方
飯
H

閣
を
、
次
に
一
川
田
へ
る
。

し
か
し
髄

貨

で

は

な

い

。

一

脅

鼠

の

抱

力

士

と

し

て、

臨
来
五
十
伎
を
得
た
。
是
一

オ
ウ
マ
ヤ
マ
チ
御
犀
町

壷
揮
の
都
町
告
。

-
-

司
北
方
断
層
を
生
じ
た
が
、
問
そ
の
~附
断
崎
が
航
行
し

一

オ
ウ
チ
ハ
ツ
ケ
イ
邑
知
八
景

能

苛

ω知
お
附

一
を
以
て
相
撲
番
附
に
は
長
州
阿
武
松
緑
之
助
と
記
さ

一
に
御
馬
屋
町
と
も
書
き
、
棟
木
日
御
厩
憾
の
的
主
を

=

?
た
岱
、
中
間
に
同
町
式
的
地
加
を
生
す
る
に
主
っ
た
も

一
近
の
八
肪
で
、
問
昨
夜
間
・
従
怒
容
引
・
均
附
消
削
・
一
れ
る
。
天
保
四
年
の
日
記
に、

『
常
秩
浅
野
川
大
儒
上

一
い
う
た
。
務
師
闘
が
そ
こ
に
在
っ
た
民
で
あ
る
。
叉
則

一
の
で
、
足
が
お
能
殺
の
貼
郎
は
一
ー
に
び
本
州
と
の
附

制

谷

町
鈍
・石
川
一杭
月
・寺
山
北
附
胤
・凶
附
タ
山
・抑
制問

一
に
刷
大
相
筏
興
行
、
東
側
緋
紙
、
附
捌
阿
武
松
』
と

一
に
眠
川
と
い
」
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
木
，府
保
で

に
栴
肢
を
挟
ん
だ
が
、
長
年

A
の
川
に
土
砂
の
川
町
む
郎
帆
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
仰向
附
は
出
品
川
、
制
谷
は

一
記
さ
れ
亡
居
る
の
も
口主
で
あ
る
。
後
嘉
永
四
年
」
l

一一

一
あ
る
。

加
と
な
り
、
川
び
後
約
す
る
にド』止
っ
た
り
で
あ
る
。

一
向
山
氷
沌
帯
、
寺
家
は
剥
咋

m
一
宮
村
、
即
断
は
洲

一
且
九
日
六
十

一
訟
を
以
て
授
L
、
深
川
町
附
心
寺
に
斜

一

オ
ウ
マ
ヤ
モ
ン
ゼ
ン
御
隠
門
前

4
カ
ナ
ヤ
モ

オ
ウ
チ
ガ
ハ
邑
知
川

』
イ
ヒ
ノ
ヤ
マ
ガ
ハ

一
怒
の
出
向付川
の
地
、
潟
酬
は
m
m
同
制
苦
附
の
地
先
で

一
ら
れ
た
o
そ
の
記
念
鮮
に
は
、
金
探
立
抽
出寺
に
武
限

一
y
ゼ
ン
金
谷
門
前。

似
山
川
o

-
あ
る
。

一
文
右
衛
門
・
小
柳
指
吉
・場
島
磁
古
口
千
州
民
泊
庄
苦
が

一

オ
ウ
ム
ア
ン

Z
チ
ノ
キ

鶴
謁
庵
道
記
一
加
。

オ
ウ
チ
ゴ
ウ
邑
知
郷
勿
吋
仰
の
古
郷
針
。
和

オ
ウ
ネ
ン

黄
年

金
持
の
俳
人
。
古
寺
川
従
来

一
安
政
二
乙
卯
政
十
且
に
京
て
た
も
の
、
鹿
島
郡
小
島

一
知
鵡
路
宏
一
心
尼
が
、
平
係
十
七
年
卯
且
十
八
日
金
抑

名
抄
に
見
え
て
、
於
保
知
と
訓
ず
る
0

+

寺
の
山
伏
で
、
一
副
総
院
定
制
と
い
っ
た
。
例
措
を
甘

一
耐
光
寺
内
に
安
政
六
年
己
宋
九
且
建
亡
た
も
の
、
珠

一
を
出
て
、
術
師
・
石
助
・出
山
の
側
人
を
寸
叩
ね
、
飛
跡

オ
ウ
チ
ゴ
ウ
邑
知
郷
滞
米
以
除
勿
川
淵
巾
を

一
谷
に
供
び
、
初
め
放
を
一
町
民

・
椛
守
又
は
何
設
と
い

一
洲
制
正
院
村
に
年
不
撲
の
も
の
が
あ
る
。

一
路
か
ら
尾
政
・
伊
勢
に
出
で
、
饗
林
に
曾

L
、
紀
伊
・

大
悩
分
す
る
に
問
ひ
ら
れ
た
凶
御
中
の
一
つ
で
、
敗

一
ひ
、
二
夜
陀
を
嗣
ゲ
、
後
に
十
梅
附
と
群
し
た
。
嘉

一

オ
ウ
バ
イ
黄
梅

I
v
ロ
ウ
ア
Y

オ
ウ
バ
イ
老

一
一一京
都
・越
前
を
絡
、
松
任
で
千
代
に
逢
ひ
、
九
月
サ
日

品
眠
附
近
以
北
、
千
wm
・
前
附
虻
以
前
、
出
品
川
邸
に

一
永
六
年
六
且
十
日
夜
、
防
七
十
七
。
此
花
集
出
制

一
一世
筑
梅
。

一
時
着
す
る
ま
で
の
道
記
で
あ
る
o
J
ソ
Y

Y

決
心
。

主
る
聞
の
六
十
四
村
を
い
」
o

一
集
与
は
そ
の
選
柏
市
で
あ
る
o
坑
年
の
酬
は
上
出
訟
英

一

オ
ウ
ハ
ヲ
シ
王
伯
子

名
は
凶
鼎
、
約
子
は
そ

一

オ
ウ
ム
ノ
ザ
へ
ヅ
リ

恕
践
の
雨
明
一
加
。
注
際

オ
ウ
チ
シ
チ
ジ
ユ
ウ
ゴ
カ
ソ
ン
邑
知
七
十
五
ヶ
一
で
あ
る
。

一
の
字
で
あ
る
。
明
の
辿
也
市
の
庖
で
裂
が
邦
に
流
山

L
一
両
親
説
。
文
化
四
年
秋
大
来
寺
地
訟
の
序
文
が
あ
。
、

村

能
回W
H
U
知
潟
市
川
市
の
刑
制
作
川
中
野
に
散
在
す
る

オ
ウ
ノ
マ
ツ
Z
ド
リ
ノ
ス
ケ
阿
武
松
緑
之
助

一
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
問
嵐
長
中
前
間
利
長
は
之
を
川崎
一
人
の
生
ま
れ
て
か
ら
死
に
宅
る
ま
で
の
行
住
鹿
臥

諸
村
を
い
ふ
。
日
山
知
院
内
の
勿
咋
川
以
耐
の
村
敏
川

一
岡山串山
中川
七小
山
村
の
m
M
仁
兵
衛
の
子
。
幼
何
回目音。

初

一
L
て
、
域
外
恕
拙
附
に
隠
ら
し
め
、
衣
食
の
資
そ
給

一
穂
儀
作
法

・
的
呆
胞
縦
の
刷
出
等
を
制
大
山
山
ら
さ
ず
、

十
八
ヶ
村
、
そ
の
越
税
制
竺
石
川
芯
に
控
'
ム
一
町
内
は

一
め
山
川
士
で
あ
っ
た
が
、
開同
力
が
あ
っ
た
か
ら
方
士
た

一
し
て
催
お
せ
し
め
た
o
ん
そ
明
仰
の
隠
化
し
た
る
者
、
一
自
仰
を
挑
ん
で
叙
ー
し
た
紋
別
措
で
あ
る
。

十
六
ヶ
村
で
あ
る
。

却
に

三
州
芯
に
は
年
床
を
押
水

一
ら
ん
と
欲
し
、
文
化
十
二
年
引
一
治
政
で
江
戸
に
上

一
尼
狼
の
隙
元
賛
は
寛
永
中
に
在
。
、
水
戸
の
朱
狩

一

オ
ウ
ヨ

黄
響

金
内
向
土
宗
玄
門
寺
四
代
の
白

出
庄
に
加

へ
る
が
、
能
符
名
跡
芯
に
は

ω州
院
内
志

-
b
、
武
限
ズ
右
術
門
の
門
に
入
り
小
取
と
抑
制
し
た
。

一
水
は
悶
治
中
に
在
る
か
ら
、
伯
子
は
之
に
先
だ
ち
、

一
服
。
釧
郡
山
似
誌
の
序
文
を
作
る
。
点
平
二
年
十
二

捌
庄
と
し
て

あ
る
か
ら
、
そ
れ
で
総
蚊
七
十一
h
γ村

一
然
る
に
小
山
は
徒
に
多
食
多
飲
で
、
闘
技
限
る
政
政

一
呉
邦
の
飢
者
の
諾
侠
的
に
仕
へ
た
第
一
人
科
で
あ
っ

一
且
二
十
一
日
一部
寂
、
法
名
玄
利
一
院
抗
件
-HL

入
糾
阿
川
附

と
い
ふ
の
で
あ
ら
う

o
m
m七
十
一
泊
村
と
い
」
も
之

で
あ
っ
た
か
ら
、武
限
は
そ
の
成
政
の
望
な
し
と
し
、
一
た
。
利
長
文
常
時
裁
が
邦
で
爾
一
刊
し
た
凶
苗
に
諮
問
附

一
貞
利
向
。

に
同
じ
い
。

一
鋭
一
歩
サ
可
決
へ
て
郎
附
せ
し
め
た
o
小
市
中
凶
っ
て
縦

一
多
き
を
町
民
へ
、
伯
子
を
し
て
之
を
校
正
し
て
公
に
せ

一

オ
ウ
レ
ン
阜
県
謹

白
山
庄
の
坑
辿
け
、
川
に
滋

オ
ウ
チ
シ
ョ
ウ
邑
智
庄

刑
制
咋
加
に
在
っ
た
。

一
絡
ま
で
邸
っ
た
が
、
父
志
を
蹄
し
て
上
白
、
鋭
山
富

一
し
め
た
。
附
凶
利
協
の
越
中
高
問
端
組
寺
に
山
市
池
し

一
上
品
と
せ
ら
れ
た
。
加
越
能
名
物
芯
に
『
ツ
ル
抗
班
・

承
久
三
年
百
巡
り
能
管
凶
川
敏
円
鈴
に
、
刑
制
川
川
包

二
中
次
の
弟
子
と
な
り
、
小
総
と
腕
L
、
同
年
刷
出
川
心

一
た
抗
出
の
鉾
風
に
も
、
伯
子
の
題
し
た
質
僻
十
六
詑

一
ミ
ツ
バ
抗
迷
、
白
山
に
多
L
O
HA
泌
の
一
一
利
な
り
0

』

円い山
]〉
智
院
云
々
、
岡
正
内
云
々
と
あ
っ
て
、
院
と
庄

一
法
寺
境
内
の
興
行
に
初
め
て
序

J

口
に
列
し
た
o
次
い

一
が
あ
っ
た
o
そ
の
他
民
間
に
偲
は
っ
た
二
十
四
半
の

一
と
見
え
、
和
叫
川
本
草
網
目
に

『
和
淀
川
地
は
加
到
州
よ

オ
ウ

O 

一


